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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
第１の対物光学系及び前記第１の対物光学系より低倍率である第２の対物光学系からなる
２つの対物光学系と、１つの固体撮像素子とを備え、前記第１の対物光学系あるいは前記
第２の対物光学系の前方にある被写体を前記第１の対物光学系あるいは前記第２の対物光
学系を介して前記固体撮像素子の各々異なる領域に結像して、前記第１の対物光学系の視
野範囲が前記第２の対物光学系の視野範囲内に含まれ若しくはそれらの視野範囲が重なっ
ている内視鏡装置であって、
前記固体撮像素子上における前記第１の対物光学系の結像の大きさが、前記固体撮像素子
上における前記第２の対物光学系の結像の大きさの２倍以上５倍未満の条件を満たすこと
を特徴とする内視鏡装置。
【請求項２】
前記固体撮像素子がモノクロの場合、前記固体撮像素子の画素ピッチＰ（μｍ）、波長λ
（μｍ）、前記第１の対物光学系の開口比Ｆｍとすると、
１×Ｐ＜１．２２×λ×Ｆｍ＜２．２×Ｐ
の条件を満たすことを特徴とする請求項１記載の内視鏡装置。
【請求項３】
前記固体撮像素子がカラーの場合、前記固体撮像素子の画素ピッチＰ（μｍ）、波長λ（
μｍ）、前記第１の対物光学系の開口比Ｆｍとすると、
１．５×Ｐ＜１．２２×λ×Ｆｍ＜３．３×Ｐ
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の条件を満たすことを特徴とする請求項１記載の内視鏡装置。
【請求項４】
前記第１の対物光学系の開口比Ｆｍ、前記第２の対物光学系の開口比Ｆｏとすると、
１＜Ｆｍ２／Ｆｏ２＜２
の条件を満たすことを特徴とする請求項２または３記載の内視鏡装置。
【請求項５】
前記２つの対物光学系が平行に並んで配置され、前記２つの対物光学系の少なくとも一方
の光軸を結像範囲中心からずらして配置して、前記第１の対物光学系の視野中心と前記第
２の対物光学系の視野中心とを被写界深度内においてほぼ一致させることを特徴とする請
求項１から４のいずれかに記載の内視鏡装置。
【請求項６】
前記第１の対物光学系あるいは前記第２の対物光学系の内部あるいは後方には、赤外光観
察用の可視光カットフィルタ、狭帯域光観察用のバンドパスフィルタ、もしくは蛍光観察
用の励起光カットフィルタが設けられていることを特徴とする請求項１から５のいずれか
に記載の内視鏡装置。
【請求項７】
前記固体撮像素子に近傍に２つの切り通し部を有する視野マスクが配置されていることを
特徴とする請求項６記載の内視鏡装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
この発明は、内視鏡装置、特に、２つの対物光学系と１つの固体撮像素子とを備え、各々
の対物光学系を介して得た物体の像を前記固体撮像素子上の異なる部分に結像させるよう
にした内視鏡装置に関する。
【０００２】
【従来の技術】
近年、内視鏡において病変等の精密診断を行うため、通常の観察に加えて拡大観察を行い
得るようにすることが要求されている。このような要求を満たすため、ズーム機構を備え
た内視鏡装置（例えば、特許文献１参照）、あるいは、先端に倍率の異なる２つの対物光
学系を配置し、各々の対物光学系により結像された像を各々の対物光学系に対応する固体
撮像素子上に結像させ、拡大観察と通常観察の２つの画像を同時に観察できる内視鏡装置
が提案されている（例えば、特許文献２参照）。
【０００３】
これらの技術においては、ズーム機構を備えた内視鏡装置の場合、可動部が必要となるこ
とで構造が複雑となり、先端硬質部が長くなるとともに挿入部径が大きくなるため、製造
コストが増加する。また、固体撮像素子を２つ備えた内視鏡装置の場合、固体撮像素子の
占有する空間が大きくなることで、ズーム機構を備えた内視鏡装置と同様に製造コストが
増加する。そこで、構造をより簡略化しあるいは固体撮像素子の占有空間を縮小して製造
コストを削減する内視鏡装置として、先端部を倍率の異なる２つの対物光学系と１つの固
体撮像素子とを備え、各々の対物光学系により結像された像を１つの固体撮像素子上の各
々の異なる領域に結像させ、倍率の異なる像を同時に観察可能な内視鏡装置が提案されて
いる（例えば、特許文献３参照）。
【０００４】
内視鏡装置の先端に設けられた倍率の異なる２つの対物光学系について、例えば体腔内を
観察する場合、高倍率を有する第１の対物光学系は、内視鏡装置の先端を体腔内に挿入し
てその体腔内の拡大観察を行うために必要な拡大倍率を有している。一方、低倍率を有す
る第２の対物光学系は、内視鏡装置の先端を体腔内に挿入する際のガイド用あるいは体腔
内の拡大観察を行いたい部位に第１の対物光学系の視野範囲を導くためのオリエンテーシ
ョン用の役割を負うように、広い視野角を有している。
また、高倍率を有する第１の対物光学系の被写界深度は、対象物を見失うことなく、その
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観察窓の先端と観察対象の距離によってピントが合うように、低倍率を有する第２の対物
光学系の被写界深度と少なくとも一部が重なるようになっている。
【０００５】
また、近年の医療分野では、例えば早期癌の検査等において、所謂通常の可視光すなわち
白色光下での観察だけではなく、発見率向上のため正常組織と癌組織による自家蛍光の差
異を観察する方法、インドシアニングリーン（ＩＣＧ）という薬剤を造影剤として注入し
、ＩＣＧの吸収帯域の赤外光により観察を行う方法、あるいは特定の波長領域の光のみを
照射することで白色光では得られない画像情報から観察や診断を行う方法等、特殊光を用
いた観察が内視鏡装置によって行われている。
【０００６】
このＩＣＧを用いて赤外光による観察を行う方法の具体例としては、センチネルリンパ節
の観察がある。センチネルリンパ節は、腫瘍から最初にリンパ流を受けるリンパ節であり
、ここに最初の微小転移が生ずると言われている。つまり、センチネルリンパ節を調べれ
ば、その症例のリンパ節転移状況を把握できる。したがって、センチネルリンパ節の同定
を内視鏡装置によって行うことは、医学的に重要と言える。
【０００７】
【特許文献１】
特開平１１－３１６３３９号公報（第１２－１３頁、第１図）
【特許文献２】
特開平１－１９７７１６号公報（第２－３頁、第１図）
【特許文献３】
特開平９－１２２０６８号公報（第２－３頁、第１図）
【０００８】
【発明が解決しようとする課題】
ところで、上記従来の内視鏡装置において、高倍率を有する第１の対物光学系は、体腔内
等の拡大観察に用いられており、高倍率になるほど被写界深度が浅くなるため、観察窓と
被写体までの距離が僅かでもずれると観察像がいわゆるピンボケになってしまうという問
題があった。したがって、必要な拡大倍率を確保しつつ被写界深度をなるべく広く取る必
要があり、そのためには、第１の対物光学系の開口比Ｆｍをなるべく大きくする必要があ
る。ただし、第１の対物光学系の開口比Ｆｍを大きくしすぎると、光の回折の影響で解像
力が劣化してしまう。
【０００９】
また、低倍率を有する第２の対物光学系は、内視鏡先端を体腔内に挿入する際のガイド用
、高倍率を有する第１の対物光学系の視野範囲を導くためのオリエンテーション用、とい
った役割を負うように、体腔内を観察できる十分な明るさを有している。
しかしながら、２つの対物光学系の明るさの違いが大きいと、例えば第１の対物光学系に
よる像に対して最適な明るさ調整がなされた際、第２の対物光学系の観察像がハレーショ
ンを起こし、あるいは暗くて観察しづらくなってしまうという問題があった。
【００１０】
また、このような先端に倍率の異なる２つの対物光学系と１つの固体撮像素子を備えた内
視鏡装置では、２つの対物光学系が平行に並ぶように配置されるため、光軸が平行である
と、２つの対物光学系それぞれの視野中心には若干のずれが生じてしまうという問題があ
った。
すなわち、被写体の拡大観察のため、第１の対物光学系の先端と被写体とを近づけると、
２つの対物光学系それぞれの視野中心のずれも拡大されてしまう。したがって、第２の対
物光学系によって映し出された画面を見ながら、第１の対物光学系によって拡大観察した
い部位を視野中心に導いても、その部位が第１の対物光学系によって実際に拡大されて見
える部位に一致しない。
そこで、上記問題点を解決するために、対物光学系に備えられた対物レンズの光軸を傾け
て視野中心を合わせようとした場合、対物レンズを保持する枠の構造が複雑となってしま
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うため、組立作業の難易度が増し、製造コストが上がってしまう。
【００１１】
また、特殊光観察用の内視鏡装置においては、特殊光観察により発見された病変部や処置
を行いたい部位に対して白色光に切り替えて観察を行う場合、その内視鏡装置を一度体内
から取り出し、通常観察用の内視鏡装置を再度挿入したり、光源やカメラコントロールユ
ニットを特殊光観察用のものから通常光観察用のものに切り替えたりする操作が必要とな
る。また、特殊光観察と拡大観察とを組み合わせて行う場合においても、特殊光により拡
大観察して発見した病変部や処置を行いたい部位に対して位置確認や処置のため白色光に
切り替えて観察を行う場合、一旦スコープを体内から取りだし、通常観察用のスコープを
挿入し直して観察部位を再度探す操作あるいは光源やカメラコントロールユニットを通常
光観察用のものに切り替える操作に加えて、スコープ先端を観察部位より遠ざけ視野範囲
を広く取る操作が必要となる。この方法では、倍率の大きな変化は望めない。
【００１２】
本発明は、上記のような問題点に鑑み、高倍率と低倍率との明るさのバランスが取れてい
て、２つの画像の視野中心のずれがなく、煩雑な操作をすることなく拡大観察あるいは特
殊光観察と通常観察とを同時に行うことが可能な内視鏡装置を提供することを目的とする
。
【００１３】
【課題を解決するための手段】
この発明は、上記課題を解決するため、以下の手段を採用する。
請求項１に係る発明は、第１の対物光学系及び前記第１の対物光学系より低倍率である第
２の対物光学系からなる２つの対物光学系と、１つの固体撮像素子とを備え、前記第１の
対物光学系あるいは前記第２の対物光学系の前方にある被写体を前記第１の対物光学系あ
るいは前記第２の対物光学系を介して前記固体撮像素子の各々異なる領域に結像して、前
記第１の対物光学系の視野範囲が前記第２の対物光学系の視野範囲内に含まれ若しくはそ
れらの視野範囲が重なっている内視鏡装置であって、前記固体撮像素子上における前記第
１の対物光学系の結像の大きさが、前記固体撮像素子上における前記第２の対物光学系の
結像の大きさの２倍以上５倍未満の条件を満たすことを特徴とする。
【００１４】
この発明によれば、固体撮像素子上における第１の対物光学系の結像の大きさが、固体撮
像素子上における第２の対物光学系の結像の大きさの２倍以上の条件を満たすことにより
、例えば内視鏡装置によって体腔内を撮像する場合、内視鏡の先端を体腔内に挿入する際
のガイド用として、あるいは拡大観察を行いたい体腔内の部位に第１の対物光学系の視野
範囲を導くためのオリエンテーション用として第２の対物光学系を用い、その第２の対物
光学系の拡大観察用として第１の対物光学系を用いるのに適当な倍率となる。
また、固体撮像素子上における第１の対物光学系の結像の大きさが、固体撮像素子上にお
ける第２の対物光学系の結像の大きさの５倍未満の条件を満たすことにより、第１の対物
光学系の被写界深度が狭くなることが回避され、第１の対物光学系の実用上必要な被写界
深度が得られることとなる。
【００１５】
請求項２に係る発明は、請求項１記載の内視鏡装置において、前記固体撮像素子がモノク
ロの場合、前記固体撮像素子の画素ピッチＰ（μｍ）、波長λ（μｍ）、前記第１の対物
光学系の開口比Ｆｍとすると、１×Ｐ＜１．２２×λ×Ｆｍ＜２．２×Ｐの条件を満たす
ことを特徴とする。
【００１６】
請求項３に係る発明は、請求項１記載の内視鏡装置において、前記固体撮像素子がカラー
の場合、前記固体撮像素子の画素ピッチＰ（μｍ）、波長λ（μｍ）、前記第１の対物光
学系の開口比Ｆｍとすると、１．５×Ｐ＜１．２２×λ×Ｆｍ＜３．３×Ｐの条件を満た
すことを特徴とする。
【００１７】
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一般に、固体撮像素子で２つの点像を識別するためには、少なくとも、点像の距離に対し
て、モノクロの固体撮像素子で２画素、カラーの固体撮像素子では３画素が必要である。
一方、レンズによる結像の際、回折の影響を受けるため、光学系に収差がなくても、接近
した２つの点像を別々の像として識別できる距離には限界がある。Ｒａｙｌｅｉｇｈの分
解能の式によると、２つの点像が接近した時、別々の像として識別できる限界の距離は、
波長λ（＝０．５８８（μｍ））、第１の対物光学系の開口比Ｆｍとすると、１．２２×
λ×Ｆｍで表される。したがって、２つの点像を識別するために必要な画素数分の距離よ
りも、１．２２×λ×Ｆｍの値が大きくなると、固体撮像素子の画素数を生かせず、被写
体の細部がぼけたように見えてしまう。実際には、対物レンズの収差の影響等を考慮する
と、２つの点像を識別するために必要な画素数は、モノクロの固体撮像素子では２．２画
素分、カラーの固体撮像素子では３．３画素分とするのが適当である。したがって、これ
らの発明によれば、固体撮像素子の画素ピッチＰ（μｍ）とすると、１．２２×λ×Ｆｍ
の値がモノクロの固体撮像素子で２．２×Ｐ以下、カラーの固体撮像素子で３．３×Ｐ以
下となることにより、固体撮像素子の画素数を生かして被写体の細部が鮮明に映し出され
ることとなる。
【００１８】
しかしながら、これらの条件を満たしていても、むやみにＦｍを小さくしすぎてしまうと
、第１の対物光学系では被写界深度が非常に狭くなってしまい、観察窓と被写体までの距
離が僅かでもずれると観察像がいわゆるピンボケになってしまうため、Ｆｍをある程度大
きく設定する必要がある。したがって、１．２２×λ×Ｆｍの値が、モノクロの固体撮像
素子で１×Ｐ以上、カラーの固体撮像素子で１．５×Ｐ以上となることにより、観察像の
ピンボケが回避されることとなる。
【００１９】
請求項４に係る発明は、請求項２または３記載の内視鏡装置において、前記第１の対物光
学系の開口比Ｆｍ、前記第２の対物光学系の開口比Ｆｏとすると、１＜Ｆｍ２／Ｆｏ２＜
２の条件を満たすことを特徴とする。
【００２０】
一般に、電子式の内視鏡装置においては、得られる像の明るさに応じて照明光を自動的に
調光し、最適な像の明るさで観察が行えるようになっている。したがって、１つの固体撮
像素子上に２つの対物光学系の像がそれぞれ同時に結像する場合、第１及び第２の対物光
学系の明るさをそれぞれ１／Ｆｍ２，１／Ｆｏ２とし、Ｆｍ２／Ｆｏ２＜２、すなわち第
２の対物光学系の明るさを第１の対物光学系の明るさの２倍以内に設定することにより、
２つの画像に対して同時に最適な明るさが得られるとともに、ハレーションが回避される
こととなる。
【００２１】
しかしながら、例えば内視鏡装置によって体腔内を撮像する場合において、内視鏡装置の
先端を体腔内の観察したい部位に導く際は、第２の体物光学系の画像を見ながら行うこと
になるため、このとき、ある程度遠方まで明るく見えないと第２の体物光学系がオリエン
テーションとしての役割を果たせない。したがって、１＜Ｆｍ２／Ｆｏ２となり、すなわ
ち第２の対物光学系は第１の対物光学系よりも明るく設定されることとなる。
【００２２】
請求項５に係る発明は、請求項１から４のいずれかに記載の内視鏡装置において、前記２
つの対物光学系が平行に並んで配置され、前記２つの対物光学系の少なくとも一方の光軸
を結像範囲中心からずらして配置して、前記第１の対物光学系の視野中心を被写界深度内
において前記第２の対物光学系の視野中心とほぼ一致させることを特徴とする。
【００２３】
この発明によれば、２つの対物光学系が平行に並んで配置され、２つの対物光学系の少な
くとも一方の光軸を結像範囲中心からずらして配置して、第１の対物光学系の視野中心を
被写界深度内において第２の対物光学系の視野中心とほぼ一致させることにより、第１及
び第２の対物光学系の組立作業を行う際、第１及び第２の対物光学系を保持する枠の構造
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を複雑にすることがないため、容易に組立てられる。
また、第１及び第２の対物光学系の光軸のずらし量に応じて視野方向が傾くため、拡大観
察を行いたい部位に第１の対物光学系の画面を導く作業を容易な操作で行えるようになる
。
【００２４】
請求項６に係る発明は、請求項１から５のいずれかに記載の内視鏡装置において、前記第
１の対物光学系あるいは前記第２の対物光学系の内部あるいは後方には、赤外光観察用の
可視光カットフィルタ、狭帯域光観察用のバンドパスフィルタ、もしくは蛍光観察用の励
起光カットフィルタが設けられていることを特徴とする。
【００２５】
この発明によれば、従来の体腔内の観察に用いられる内視鏡装置のように、観察中に一旦
特殊光観察用の内視鏡装置を体腔内から取り出して、通常光観察用として別の内視鏡装置
を再度挿入し、あるいは光源の切替えを行うといった煩雑な操作を行うことなく、赤外光
、狭帯域光、あるいは蛍光による特殊光観察により病変部を探しながら、通常光観察で同
時に位置確認や処置を行い、あるいは特殊光観察による観察像と通常の白色光による像と
対比させて観察することが可能となる。
【００２６】
請求項７に係る発明は、請求項６記載の内視鏡装置において、前記固体撮像素子に近傍に
２つの切り通し部を有する視野マスクが配置されていることを特徴とする。
【００２７】
この発明によれば、固体撮像素子に近傍に２つの切り通し部を有する視野マスクを配置し
たことにより、２つの対物光学系の視野周辺から視野外にかけての領域から固体撮像素子
に入射する光線が、それぞれ視野マスクで制限されるので、撮像素子の受光面上で互いの
像に対してゴーストフレアなどの悪影響を与えることを防ぐことができる。
【００２８】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の実施の形態について、図面を参照して説明する。
図１は、本発明におけるの実施の形態を示す図であって、この発明を適用した内視鏡装置
を示す図である。
内視鏡装置は、フレキシブルな挿入部２と硬質の先端部３とを備えた内視鏡１と、この内
視鏡１に接続された図示しないテレビモニタとからなり、内視鏡１により形成された物体
像をそのテレビモニタに表示して観察できるようになっている。
【００２９】
図２は、先端部３の構成を示す光軸に沿う断面図である。内視鏡１の先端部３の内部には
、第１の対物光学系４及び第１の対物光学系４より低倍率である第２の対物光学系５から
なり、それら第１の対物光学系４及び第２の対物光学系５が平行に並んで配置された２つ
の対物光学系と、１つの固体撮像素子としてのＣＣＤ６とが設けられている。
【００３０】
第１の対物光学系４は、肉厚及び曲率半径の異なる複数のレンズ４ａ～４ｃを備えている
。また、第２の対物光学系５は、肉厚及び曲率半径の異なる複数のレンズ５ａ～５ｃを備
えている。また、レンズ４ｂ，４ｃ間には明るさ絞り４’が設けられ、レンズ５ｂ，５ｃ
間には明るさ絞り５’が設けられている。
内視鏡１によって撮像された被写体が第１の対物光学系４あるいは第２の対物光学系５を
介してＣＣＤ６の各々異なる領域に結像し、第１の対物光学系４の視野範囲が、前記第２
の対物光学系の視野範囲内に含まれ、若しくはそれらの視野範囲が重なって、テレビモニ
タに映し出されるようになっている。このとき、第１の対物光学系４及び第２の対物光学
系５のそれぞれの光軸がＣＣＤ６の結像面に対して垂直とされている。
【００３１】
このＣＣＤ６上における第１の対物光学系４の結像の大きさが、ＣＣＤ６上における第２
の対物光学系５の結像の大きさの２倍以上５倍未満となっている。
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ここで、ＣＣＤ６がモノクロの場合、ＣＣＤ６の画素ピッチＰ（μｍ）、波長λ、第１の
対物光学系４の開口比Ｆｍとすると、
１×Ｐ＜１．２２×λ×Ｆｍ＜２．２×Ｐ
とされている。また、ＣＣＤ６がカラーの場合、
１．５×Ｐ＜１．２２×λ×Ｆｍ＜３．３×Ｐ
とされている。さらに、第１の対物光学系４の開口比Ｆｍ、第２の対物光学系５の開口比
Ｆｏとすると、
１＜Ｆｍ２／Ｆｏ２＜２
とされている。
【００３２】
また、内視鏡１の先端部３の内部には、第１の対物光学系４及び第２の対物光学系５の前
方には、カバーガラス９ａ，９ｂがそれぞれ設けられ、第１の対物光学系４及び第２の対
物光学系５とＣＣＤ６との間には、カバーガラス１０が設けられている。
また、ＣＣＤ６とカバーガラス１０との間には視野マスク１１が設けられている。この視
野マスク１１の形状の一例を図３に示す。第１の対物光学系４及び第２の対物光学系５を
通った光は、この視野マスク１１により光束の通る範囲を制限され、図４に示すＣＣＤ６
上の結像領域７，８内にそれぞれ結像するようになっている。
【００３３】
図５は、図２と同じ構成の内視鏡１の先端部３の断面図である。この先端部３において、
第２の対物光学系５の光軸がＣＣＤ６の結像面に垂直のまま結像範囲中心からずらして配
置されており、第１の対物光学系４の視野中心と第２の対物光学系５の視野中心とが被写
界深度内においてほぼ一致するようになっている。ここで、図２のように光軸と結像範囲
中心が一致している場合の視野の概念図を図６に示す。図６において、（ａ）は第２の対
物光学系５の視野の中心を示し、（ｂ）は第１の対物光学系４の視野の中心を示す。
また、図５のように光軸が結像範囲中心からずらして配置された場合の視野の概念図を図
７に示す。図７において、（ａ）は第２の対物光学系５の視野の中心を示し、（ｂ）は第
１の対物光学系４の視野の中心を示す。
【００３４】
次に、上記の構成からなる内視鏡装置の作用について説明する。
この内視鏡装置を用いて被写体、例えば体腔内を観察する場合、第２の対物光学系５を用
いて拡大観察を行いたい体腔内の部位を見つけ出すとともに、同時にほぼ同じ部位を撮像
している第１の対物光学系４によって拡大観察を行う。
【００３５】
この場合、ＣＣＤ６上における第１の対物光学系４の結像の大きさが、ＣＣＤ６上におけ
る第２の対物光学系５の結像の大きさの２倍以上の条件を満たすことにより、例えば内視
鏡装置によって体腔内を撮像する場合、内視鏡１の先端部３を体腔内に挿入する際のガイ
ド用として、あるいは拡大観察を行いたい体腔内の部位に第１の対物光学系の視野範囲を
導くためのオリエンテーション用として第２の対物光学系を用い、その第２の対物光学系
の拡大観察用として第１の対物光学系を用いるのに適当な倍率となる。
【００３６】
また、ＣＣＤ６上における第１の対物光学系４の結像の大きさが、ＣＣＤ６上における第
２の対物光学系５の結像の大きさの５倍未満の条件を満たすことにより、第１の対物光学
系４の被写界深度が狭くなることが回避され、第１の対物光学系４の実用上必要な被写界
深度が得られることとなる。
【００３７】
また、ＣＣＤ６で２つの点像を識別するためには、少なくとも、点像の距離に対して、モ
ノクロのＣＣＤ６で２画素、カラーのＣＣＤ６では３画素が必要である。一方、第１の対
物光学系４及び第２の対物光学系５による結像の際、回折の影響を受けるため、光学系に
収差がなくても、接近した２つの点像を別々の像として識別できる距離には限界があり、
その距離は、波長λ（＝０．５８８（μｍ））、第１の対物光学系の開口比Ｆｍとすると
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、１．２２×λ×Ｆｍで表される。
【００３８】
したがって、２つの点像を識別するために必要な画素数分の距離よりも、１．２２×λ×
Ｆｍの値が大きくなると、ＣＣＤ６の画素数を生かせず、被写体の細部がぼけたように見
えてしまうため、モノクロのＣＣＤ６では２．２画素分、カラーのＣＣＤ６では３．３画
素分の画素数が必要である。したがって、ＣＣＤ６の画素ピッチＰ（μｍ）とすると、１
．２２×λ×Ｆｍの値がモノクロのＣＣＤ６で２．２×Ｐ以下、カラーのＣＣＤ６で３．
３×Ｐ以下となることにより、ＣＣＤ６の画素数を生かして被写体の細部が鮮明に映し出
されることとなる。
【００３９】
しかしながら、Ｆｍを小さくしすぎてしまうと、第１の対物光学系４では被写界深度が非
常に狭くなってしまい、観察窓と被写体までの距離が僅かでもずれると観察像がいわゆる
ピンボケになってしまうため、Ｆｍをある程度大きく設定する必要がある。したがって、
１．２２×λ×Ｆｍの値が、モノクロのＣＣＤ６で１×Ｐ以上、カラーのＣＣＤ６で１．
５×Ｐ以上となることにより、観察像のピンボケが回避されることとなる。
【００４０】
また、電子式の内視鏡装置においては、得られる像の明るさに応じて照明光を自動的に調
光し、最適な像の明るさで観察が行えるようになっている。したがって、１つのＣＣＤ６
上に第１の対物光学系４及び第２の対物光学系５の像がそれぞれ同時に結像する場合、第
１の対物光学系４及び第２の対物光学系５の明るさをそれぞれ１／Ｆｍ２，１／Ｆｏ２と
し、Ｆｍ２／Ｆｏ２＜２、すなわち第２の対物光学系５の明るさを第１の対物光学系４の
明るさの２倍以内に設定することにより、２つの画像に対して同時に最適な明るさが得ら
れるとともに、ハレーションが回避されることとなる。
【００４１】
しかしながら、例えば内視鏡装置によって体腔内を撮像する場合において、内視鏡装置の
先端部３を体腔内の観察したい部位に導く際は、第２の対物光学系５の画像を見ながら行
うことになるため、このとき、ある程度遠方まで明るく見えないと第２の体物光学系５が
オリエンテーションとしての役割を果たせない。したがって、１＜Ｆｍ２／Ｆｏ２となり
、すなわち第２の対物光学系５は第１の対物光学系４よりも明るく設定されることとなる
。
【００４２】
また、図５に示すように、第１の対物光学系４及び第２の対物光学系５が平行に並んで配
置され、第２の対物光学系５の光軸を結像範囲中心からずらして配置して、第１の対物光
学系４の視野中心を被写界深度内において第２の対物光学系５の視野中心とほぼ一致させ
ることにより、第１の対物光学系４及び第２の対物光学系５の組立作業を行う際、第１の
対物光学系４及び第２の対物光学系５を保持する枠の構造を複雑にすることがないため、
容易に組立てられる。
また、第２の対物光学系５の光軸のずらし量に応じて視野方向が傾くため、拡大観察を行
いたい部位に第１の対物光学系４の画面を導く作業を容易な操作で行えるようになる。
【００４３】
また、ＣＣＤ６に近い位置に２つの切り通し部を有する視野マスク１１を配置することに
より、２つの対物光学系の視野周辺から視野外にかけての領域からＣＣＤ６に入射する光
線が、それぞれ視野マスクで制限されるので、撮像素子の受光面上で互いの像に対してゴ
ーストフレアなどの悪影響を与えることを防ぐことができる。
【００４４】
上記の構成によれば、例えば内視鏡装置によって体腔内を撮像する場合、内視鏡の先端を
体腔内に挿入する際のガイド用として、あるいは拡大観察を行いたい体腔内の部位に第１
の対物光学系４の視野範囲を導くためのオリエンテーション用として第２の対物光学系５
を用い、その第２の対物光学系５の拡大観察用として第１の対物光学系４を用いるのに適
当な倍率となるとともに、第１の対物光学系４の被写界深度が狭くなることが回避され、
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第１の対物光学系４の実用上必要な被写界深度が得られることとなるので、拡大観察と通
常観察とを同時に行うことができる。
【００４５】
また、ＣＣＤ６の画素ピッチＰ（μｍ）とすると、１．２２×λ×Ｆｍの値がモノクロの
ＣＣＤ６で１×Ｐ以上２．２×Ｐ以下、カラーのＣＣＤ６で１．５×Ｐ以上３．３×Ｐ以
下となることにより、ＣＣＤ６の画素数を生かして被写体の細部が鮮明に映し出されるこ
ととなるので、拡大観察と通常観察とを同時に行うことができる。
【００４６】
また、第２の対物光学系５の明るさを第１の対物光学系４より明るく設定し、かつその明
るさを２倍以内に設定することにより、２つの画像に対して同時に最適な明るさが得られ
るとともに、ハレーションが回避されることとなるので、高倍率と低倍率との明るさのバ
ランスが取れていて、拡大観察と通常観察とを同時に行うことができる。
【００４７】
第１の対物光学系４及び第２の対物光学系５の組立作業を行う際、第１の対物光学系４及
び第２の対物光学系５を保持する枠の構造を複雑にすることがないため、容易に組立てら
れるので、煩雑な操作をすることなく拡大観察あるいは特殊光観察と通常観察とを同時に
行うことができる。
また、第１の対物光学系４及び第２の対物光学系５の光軸のずらし量に応じて視野方向が
傾くため、拡大観察を行いたい部位に第１の対物光学系４の画面を導く作業を容易な操作
で行えるようになるので、２つの画像の視野中心のずれがなく拡大観察と通常観察とを同
時に行うことができる。
【００４８】
なお、上記実施の形態においては、第１の対物光学系４の内部あるいは後方に、赤外光観
察用の可視光カットフィルタ、狭帯域光観察用のバンドパスフィルタ、もしくは蛍光観察
用の励起光カットフィルタが設けられてもよい。これにより、従来の体腔内の観察に用い
られる内視鏡装置のように、観察中に一旦特殊光観察用の内視鏡装置を体腔内から取り出
して、通常光観察用として別の内視鏡装置を再度挿入し、あるいは光源の切替えを行うと
いった煩雑な操作を行うことなく、赤外光、狭帯域光、あるいは蛍光による特殊光観察に
より病変部を探しながら、通常光観察で同時に位置確認や処置を行い、あるいは特殊光観
察による観察像と通常の白色光による像と対比させて観察することが可能となる。
【００４９】
特に、第１の対物光学系４の後方に可視光の一部を遮断するフィルタを設けることで、例
えばセンチネルリンパ管の観察を行う場合、組織にインドシアニングリーン（ＩＣＧ）の
注入を行い、第２の対物光学系５の通常光観察により観察を行いたい部位まで視野範囲を
導き、第１の対物光学系４の近接拡大画面による赤外光観察にて、ＩＣＧが蓄積されたセ
ンチネルリンパ節の同定を行い、第２の対物光学系５の通常光観察画面を見ながら必要な
処置を行うといった操作を容易に行えるようになる。さらに、センチネルリンパ節を切除
した後に切除部位周辺組織の蛍光観察を行い、病変組織の取り残しの有無を確認すること
が可能である。
【００５０】
また、視野マスク１１を、半導体製造プロセスで使用されるエッチング手法におけるブラ
ックシリコン化処理を応用して製作してもよい。それによって、視野マスク１１の表面の
反射率をほぼゼロ％にすることが可能である。また、視野マスク１１の表面に入射した光
は全て吸収されるので、例えば撮像素子の受光面で反射して視野マスク１１へ入射した光
が、視野マスク１１で反射して再び受光面に入射し、ゴーストフレアとなるのを防ぐこと
ができる。
【００５１】
【実施例】
本発明の内視鏡装置について、内視鏡１の先端部３に設けられた第１の対物光学系４及び
第２の対物光学系５のデータ及び断面図を実施例として示す。以下の実施例における断面
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図については、第１の対物光学系４、第２の対物光学系５、及びカバーガラス１０の構成
のみ示すものとする。ただし、第１の対物光学系４の開口比Ｆｍ、第２の対物光学系５の
開口比Ｆｏ、最大像高ＩＨ、各レンズ面の曲率半径Ｒ、各レンズの肉厚及びレンズ間隔Ｄ
、ｄ線での屈折率Ｎｄ、アッベ数Ｖｄ、波長λ＝０．５８８（μｍ）とする。
【００５２】
［実施例１］
図８は、本実施例の第１の対物光学系４、第２の対物光学系５及びカバーガラス１０の構
成を示す概略断面図である。
第１の対物光学系４は、３つのレンズ４ａ，４ｂ，４ｃを備えている。また、第２の対物
光学系５は、４つのレンズ５ａ，５ｂ，５ｃ，５ｄを備えている。さらに、カバーガラス
１０は、３つのカバーガラス１０ａ，１０ｂ，１０ｃを備えている。なお、カバーガラス
１０ｃの後方には、図示しないモノクロのＣＣＤが設けられている。また、レンズ４ｂの
後端には明るさ絞り４’が設けられ、レンズ５ｄの先端には明るさ絞り５’が設けられて
いる。
このとき、表１に示すように、第１の対物光学系４の開口比Ｆｍ、第２の対物光学系５の
開口比Ｆｏ、最大像高ＩＨ、各レンズ面の曲率半径Ｒ、各レンズの肉厚及びレンズ間隔Ｄ
、ｄ線での屈折率Ｎｄ、アッベ数Ｖｄを設定すると、第１の対物光学系４の結像の大きさ
が、第２の対物光学系５の結像の大きさの２倍以上５倍未満となる。また、ＣＣＤがモノ
クロの場合、ＣＣＤの画素ピッチＰ（μｍ）、波長λ、第１の対物光学系４の開口比Ｆｍ
とすると、
１×Ｐ＜１．２２×λ×Ｆｍ＜２．２×Ｐ
となり、第１の対物光学系４の開口比Ｆｍ、第２の対物光学系５の開口比Ｆｏとすると、
１＜Ｆｍ２／Ｆｏ２＜２
となる。
【００５３】
【表１】
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【表２】
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【００５５】
［実施例２］
図９は、本実施例の第１の対物光学系４、第２の対物光学系５及びカバーガラス１０の構
成を示す概略断面図である。
第１の対物光学系４は、４つのレンズ４ａ，４ｂ，４ｃ，４ｄを備えている。また、第２
の対物光学系５は、５つのレンズ５ａ，５ｂ，５ｃ，５ｄ，５ｅを備えている。さらに、
カバーガラス１０は、２つのカバーガラス１０ａ，１０ｂを備えている。なお、カバーガ
ラス１０ｂの後方には、図示しないカラーのＣＣＤが設けられている。また、レンズ４ｂ
の後端には明るさ絞り４’が設けられ、レンズ５ｄの先端には明るさ絞り５’が設けられ
ている。
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このとき、表２に示すように、第１の対物光学系４の開口比Ｆｍ、第２の対物光学系５の
開口比Ｆｏ、最大像高ＩＨ、各レンズ面の曲率半径Ｒ、各レンズの肉厚及びレンズ間隔Ｄ
、ｄ線での屈折率Ｎｄ、アッベ数Ｖｄを設定すると、第１の対物光学系４の結像の大きさ
が、第２の対物光学系５の結像の大きさの２倍以上５倍未満となる。また、ＣＣＤがカラ
ーの場合、ＣＣＤの画素ピッチＰ（μｍ）、波長λ、第１の対物光学系４の開口比Ｆｍと
すると、
１．５×Ｐ＜１．２２×λ×Ｆｍ＜３．３×Ｐ
となり、第１の対物光学系４の開口比Ｆｍ、第２の対物光学系５の開口比Ｆｏとすると、
１＜Ｆｍ２／Ｆｏ２＜２
となる。
【００５６】
【表３】

【００５７】
【表４】
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【００５８】
［実施例３］
図１０は、本実施例の第１の対物光学系４、第２の対物光学系５及びカバーガラス１０の
構成を示す概略断面図である。
第１の対物光学系４は、３つのレンズ４ａ，４ｂ，４ｃを備えている。また、第２の対物
光学系５は、３つのレンズ５ａ，５ｂ，５ｃを備えている。さらに、カバーガラス１０は
、３つのカバーガラス１０ａ，１０ｂ，１０ｃを備えている。なお、カバーガラス１０ｃ
の後方には、図示しないモノクロのＣＣＤが設けられている。また、レンズ４ａの後端に
は明るさ絞り４’が設けられ、レンズ５ｂの後端には明るさ絞り５’が設けられている。
このとき、表３に示すように、第１の対物光学系４の開口比Ｆｍ、第２の対物光学系５の
開口比Ｆｏ、最大像高ＩＨ、各レンズ面の曲率半径Ｒ、各レンズの肉厚及びレンズ間隔Ｄ
、ｄ線での屈折率Ｎｄ、アッベ数Ｖｄを設定すると、第１の対物光学系４の結像の大きさ
が、第２の対物光学系５の結像の大きさの２倍以上５倍未満となる。また、ＣＣＤがモノ
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とすると、
１×Ｐ＜１．２２×λ×Ｆｍ＜２．２×Ｐ
となり、第１の対物光学系４の開口比Ｆｍ、第２の対物光学系５の開口比Ｆｏとすると、
１＜Ｆｍ２／Ｆｏ２＜２
となる。
なお、第２の対物光学系５の光軸を結像範囲中心からずらしており、これにより、第１の
対物光学系４と第２の対物光学系５との視野中心を一致させている。このときの第１の対
物光学系４及び第２の対物光学系５の光路図を図１１に示す。
【００５９】
【表５】

【００６０】
【表６】
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【００６１】
［実施例４］
図１２は、本実施例の第１の対物光学系４、第２の対物光学系５及びカバーガラス１０の
構成を示す概略断面図である。
第１の対物光学系４は、３つのレンズ４ａ，４ｂ，４ｃを備えている。また、第２の対物
光学系５は、４つのレンズ５ａ，５ｂ，５ｃ，５ｄを備えている。さらに、カバーガラス
１０は、５つのカバーガラス１０ａ～１０ｅを備えている。なお、カバーガラス１０ｃの
後方には、図示しないモノクロのＣＣＤが設けられている。また、第１の対物光学系４の
後方のカバーガラス１０ｄ，１０ｅは、赤外観察のための可視光カットフィルタの機能を
有している。
カバーガラス１０ｂ，１０ｃ間及びカバーガラス１０ｅ，１０ｃ間には、視野マスク１１
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の後端には明るさ絞り５’が設けられている。
赤外観察の詳細については後述する。
このとき、表４に示すように、第１の対物光学系４の開口比Ｆｍ、第２の対物光学系５の
開口比Ｆｏ、最大像高ＩＨ、各レンズ面の曲率半径Ｒ、各レンズの肉厚及びレンズ間隔Ｄ
、ｄ線での屈折率Ｎｄ、アッベ数Ｖｄを設定すると、第１の対物光学系４の結像の大きさ
が、第２の対物光学系５の結像の大きさの２倍以上５倍未満となる。また、ＣＣＤ６がモ
ノクロの場合、ＣＣＤ６の画素ピッチＰ（μｍ）、波長λ、第１の対物光学系４の開口比
Ｆｍとすると、
１×Ｐ＜１．２２×λ×Ｆｍ＜２．２×Ｐ
となり、第１の対物光学系４の開口比Ｆｍ、第２の対物光学系５の開口比Ｆｏとすると、
１＜Ｆｍ２／Ｆｏ２＜２
となる。
【００６２】
【表７】

【００６３】
【表８】
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【００６４】
［実施例５］
図１３は、本実施例の第１の対物光学系４、第２の対物光学系５及びカバーガラス１０の
構成を示す概略断面図である。
第１の対物光学系４は、７つのレンズ４ａ～４ｇを備えている。また、第２の対物光学系
５は、６つのレンズ５ａ～５ｆを備えている。さらに、カバーガラス１０は、２つのカバ
ーガラス１０ａ，１０ｂを備えている。なお、カバーガラス１０ｂの後方には、図示しな
いカラーのＣＣＤが設けられている。また、レンズ４ｄは、蛍光観察のための励起光カッ
トフィルタの機能を有している。
カバーガラス１０ａ，１０ｂ間には、２つの切り通し部を有する視野マスク１１が配置さ
れている。また、レンズ４ｄの後端には明るさ絞り４’が設けられ、レンズ５ｃの後端に
は明るさ絞り５’が設けられている。
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このとき、表５に示すように、第１の対物光学系４の開口比Ｆｍ、第２の対物光学系５の
開口比Ｆｏ、最大像高ＩＨ、各レンズ面の曲率半径Ｒ、各レンズの肉厚及びレンズ間隔Ｄ
、ｄ線での屈折率Ｎｄ、アッベ数Ｖｄを設定すると、第１の対物光学系４の結像の大きさ
が、第２の対物光学系５の結像の大きさの２倍以上５倍未満となる。また、ＣＣＤ６がカ
ラーの場合、ＣＣＤ６の画素ピッチＰ（μｍ）、波長λ、第１の対物光学系４の開口比Ｆ
ｍとすると、
１．５×Ｐ＜１．２２×λ×Ｆｍ＜３．３×Ｐ
となり、第１の対物光学系４の開口比Ｆｍ、第２の対物光学系５の開口比Ｆｏとすると、
１＜Ｆｍ２／Ｆｏ２＜２
となる。
【００６５】
【表９】
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【００６６】
【表１０】

【００６７】
ここで、赤外観察について以下に説明する。
赤外観察では、照明光として６８０ｎｍから１１００ｎｍの赤外波長範囲から任意の狭い
波長範囲の光を選び、これを生体組織へ照射することによって、生体組織の粘膜下層から
の情報を取得することができる。生体組織の粘膜下層付近には比較的太い血管やリンパ管
が存在する。そこで、近赤外光に吸収ピークをもつインドシアニングリーン（ＩＣＧ）な
どを造影剤として上記血管やリンパ管に注入し、上記血管やリンパ管に陰影をつけること
でこれらを明瞭に観察することができる。
【００６８】
例えば、センチネルリンパ節の同定および切除は、赤外観察画像を観察しながら内視鏡的
に行うことができる。すでに述べたように、センチネルリンパ節は、癌などの病変からの
リンパ液が流れ込んで、最初の微小転移が生じる場所であり、更に体内の別の場所への転
移はセンチネルリンパ節を基点として起こるといわれている。つまり、センチネルリンパ
節を調べれば、その症例のリンパ節転移状況を把握できる。また、早期癌の場合には、内
視鏡下で病変部付近のセンチネルリンパ節を同定し、病変部とともにセンチネルリンパ節
まで含めて切除することで、体内の別の場所への転移を防ぐことができる。
【００６９】



(21) JP 4184156 B2 2008.11.19

10

20

30

40

50

センチネルリンパ節の切除では、その付近を走行する血管を誤って傷つけて出血させない
ように、リンパ管と血管が明瞭に区別できるような赤外観察画像を提供する必要がある。
本実施例の変形例として、ＩＣＧの吸収ピーク波長である８０５ｎｍ付近の近赤外光と、
ＩＣＧの吸収率の低い９３０ｎｍ付近の近赤外光と、静脈血に含まれる酸化ヘモグロビン
の吸収波長である５５０ｎｍ付近の可視光とを照明光として病変部付近の生体組織に照射
し、生体組織からの反射光を撮像してリンパ管内のＩＣＧと血管の分布をそれぞれ擬似的
に着色して表示するようにしたものを以下に示す。
【００７０】
図１４に酸化ヘモグロビン（ＨｂＯ２）の吸光特性を示した。これによると、酸化ヘモグ
ロビンは５５０ｎｍ付近の可視光を大きく吸収するのに比べて、８０５ｎｍおよび９３０
ｎｍ付近の光の吸収は少なく、しかも８０５ｎｍおよび９３０ｎｍ付近ではほぼ同じよう
な吸光特性を示すことがわかる。一方、ＩＣＧは体内において、８０５ｎｍ付近の近赤外
光を大きく吸収するのに比べて、５５０ｎｍおよび９３０ｎｍ付近の光をほとんど吸収し
ない。そこで、画像処理する時点で上記３つの波長の光に対してそれぞれ青色、緑色、赤
色を擬似的に割り当て、撮像素子の受光強度に応じて混色して画像表示することによって
、リンパ管と血管を異なる色調として明瞭に区別できる赤外観察画像を提供することがで
きる。
【００７１】
この場合、光源装置は内視鏡の照明ユニットを通して図１５に示した波長範囲の光を被写
体に向けて順番に繰り返し照明する。図１５の分光強度曲線Ａは可視領域に属する５５０
ｎｍを中心として半値幅で３０ｎｍの波長範囲の照明光である。また、分光強度曲線Ｂは
近赤外領域に属する７９０ｎｍから８２０ｎｍの波長範囲の照明光である。また、分光強
度曲線Ｃは近赤外領域に属する９２０ｎｍから９５０ｎｍの波長範囲の照明光である。
【００７２】
光源装置の光学系の構成を図１６に示した。上記光学系は、ランプ１００の開口窓の像を
縮小して投影するレンズ系１０１ａと、前記ランプの光束を内視鏡のライトガイド入射端
面１０２に集光するレンズ系１０１ｂから構成されている。ランプ１００から上記レンズ
系を通って内視鏡のライトガイド入射端面１０２に至るまでの光路中に設置されたターレ
ット１０３と回転ディスク１０４がそれぞれ配置されている。
【００７３】
ターレット１０３および回転ディスク１０４には数種類の光学フィルタが取付けられてお
り、ターレット１０３および回転ディスク１０４が光源光学系の光軸に対して垂直な面に
そって移動し、かつ光軸に平行な回転軸を中心にして回転することによって、光源光学系
の光束中に光学フィルタを挿入するようになっている。赤外光観察時にはターレット１０
３が回転して図１７の光学フィルタ１１１が光路中に挿入される。また、回転ディスク１
０４が移動して上記回転ディスクの外周部が光路中に挿入される。そして、上記回転ディ
スクが回転して、外周部に取付けられた図１７の光学フィルタ１１５、１１６、１１７が
一定の周期で繰り返し挿入される。
【００７４】
図１７の光学フィルタ１１１は、５３５ｎｍから５６５ｎｍと７９０ｎｍから９５０ｎｍ
の透過範囲を持つフィルタである。また、図１８の光学フィルタ１１５は、３８５ｎｍか
ら４９５ｎｍの透過範囲を持ち、かつ９２０ｎｍ以上の光を透過するフィルタであり、光
学フィルタ１１５が光路中に挿入されているときには、９２０ｎｍから９５０ｎｍの波長
範囲の赤外領域の照明光が生成される。
【００７５】
図１８の光学フィルタ１１６は、５００ｎｍから５７５ｎｍの透過範囲を持つフィルタで
あり、光学フィルタ１１６が光路中に挿入されているときには、５３５ｎｍから５６５ｎ
ｍの波長範囲の可視領域の照明光が生成される。
図１８の光学フィルタ１１７は、５８５ｎｍから６５５ｎｍの透過範囲を持ち、かつ７４
５ｎｍから８２０ｎｍの透過範囲をもつフィルタであり、光学フィルタ１１７が光路中に
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挿入されているときには、７９０ｎｍから８２０ｎｍの波長範囲の赤外領域の照明光が生
成される。
また、内視鏡の高倍側の対物光学系には、図１９の光学フィルタ１３０が配置されている
。光学フィルタ１３０は５００ｎｍより長波長側の光を透過する特性をもつフィルタであ
る。したがって、生体組織を反射した上記３種類の波長範囲の照明光は、対物光学系を通
して撮像素子の撮像面に到達する。
【００７６】
上記の内視鏡は、内視鏡下で病変部とその付近のセンチネルリンパ節を切除した後にそれ
らが確実に除去できているかどうかを確認するために、切除された部分に励起光を照射し
て生体組織の自家蛍光を観察することもできる。正常な生体組織が発する蛍光の分光強度
分布と癌などの病変部が発する蛍光の分光強度分布を比較すると、上記病変部の生体組織
が発する蛍光の強度が相対的に低下することが知られている。
【００７７】
そこで、上記のような蛍光強度の差を利用して生体組織から病変部分を分離して表示する
ようにビデオプロセッサで画像処理した蛍光画像を観察することで病変の取り残しの有無
を確認することができる。この場合、光源装置のターレット１０３が回転して図１７の光
学フィルタ１１２が光路中に挿入される。光学フィルタ１１２は４４０ｎｍより短波長側
の光を透過する特性をもつフィルタであり、回転ディスク１０４に取付けられた光学フィ
ルタ１１５が光路中に挿入されたときに、３８５ｎｍから４４０ｎｍの波長範囲の励起光
が生成される。上記励起光によって、生体組織は５１０ｎｍ付近に強度ピークを持つ蛍光
を発するので、内視鏡の高倍側の対物光学系は、励起光をカットして生体組織の自家蛍光
のみを撮像素子の撮像面に到達させることができる。
【００７８】
一方、内視鏡の低倍側の対物光学系には、図１９の光学フィルタ１３１が配置されている
。図１９の光学フィルタ１３１は、４５５ｎｍから６８０ｎｍの波長範囲の光を透過する
特性をもつフィルタである。このため、低倍側の対物光学系を通して励起光が撮像素子の
撮像面に到達することはない。通常観察時には、光源装置のターレット１０３が回転して
図１７の光学フィルタ１１３が光路中に挿入される。
【００７９】
図１７の光学フィルタ１１３は、３９０ｎｍから６９５ｎｍの透過範囲をもつバンドパス
フィルタであり、図１８の光学フィルタ１１５、１１６、１１７と組み合わされて、３８
５ｎｍから４９５ｎｍの青色光、５００ｎｍから５７５ｎｍの緑色光、５８５ｎｍから６
５５ｎｍの赤色光がそれぞれ生成される。したがって、生体組織を反射した青色光は、対
物光学系を通して４５５ｎｍから４９５ｎｍの波長成分の光のみが撮像素子の撮像面に到
達する。
なお、光学フィルタの透過特性を表す場合、透過率T＝５０％となる波長λ１とλ２を使
って、λ１からλ２の透過範囲をもつバンドパスフィルタとかλ１以上の光を透過するフ
ィルタとかλ１からλ２の光をカットするフィルタのように表した。
【００８０】
【発明の効果】
以上説明したこの発明の内視鏡装置においては、以下の効果を奏する。
請求項１に係る発明によれば、例えば内視鏡装置によって体腔内を撮像する場合、内視鏡
の先端を体腔内に挿入する際のガイド用として、あるいは拡大観察を行いたい体腔内の部
位に第１の対物光学系の視野範囲を導くためのオリエンテーション用として第２の対物光
学系を用い、その第２の対物光学系の拡大観察用として第１の対物光学系を用いるのに適
当な倍率となるとともに、第１の対物光学系の被写界深度が狭くなることが回避され、第
１の対物光学系の実用上必要な被写界深度が得られることとなるので、拡大観察と通常観
察とを同時に行うことができる。
【００８１】
請求項２に係る発明によれば、固体撮像素子の画素ピッチＰ（μｍ）とすると、１．２２
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×λ×Ｆｍの値がモノクロの固体撮像素子で１×Ｐ以上２．２×Ｐ以下となることにより
、固体撮像素子の画素数を生かして被写体の細部が鮮明に映し出されることとなるので、
拡大観察と通常観察とを同時に行うことができる。
【００８２】
請求項３に係る発明によれば、固体撮像素子の画素ピッチＰ（μｍ）とすると、１．２２
×λ×Ｆｍの値がカラーの固体撮像素子で１．５×Ｐ以上３．３×Ｐ以下となることによ
り、固体撮像素子の画素数を生かして被写体の細部が鮮明に映し出されることとなるので
、拡大観察と通常観察とを同時に行うことができる。
【００８３】
請求項４に係る発明によれば、第２の対物光学系の明るさを第１の対物光学系より明るく
設定され、かつその明るさを２倍以内に設定することにより、２つの画像に対して同時に
最適な明るさが得られるとともに、ハレーションが回避されることとなるので、高倍率と
低倍率との明るさのバランスが取れていて、拡大観察と通常観察とを同時に行うことがで
きる。
【００８４】
請求項５に係る発明によれば、第１及び第２の対物光学系の組立作業を行う際、第１及び
第２の対物光学系を保持する枠の構造を複雑にすることがないため、容易に組立てられる
ので、煩雑な操作をすることなく拡大観察あるいは特殊光観察と通常観察とを同時に行う
ことができる。
また、第１及び第２の対物光学系の光軸のずらし量に応じて視野方向が傾くため、拡大観
察を行いたい部位に第１の対物光学系の画面を導く作業を容易な操作で行えるようになる
ので、２つの画像の視野中心のずれがなく拡大観察と通常観察とを同時に行うことができ
る。
【００８５】
請求項６に係る発明によれば、従来の体腔内の観察に用いられる内視鏡装置のように、観
察中に一旦特殊光観察用の内視鏡装置を体腔内から取り出して、通常光観察用として別の
内視鏡装置を再度挿入し、あるいは光源の切替えを行うといった煩雑な操作を行うことな
く、赤外光、狭帯域光、あるいは蛍光による特殊光観察により病変部を探しながら、通常
光観察で同時に位置確認や処置を行い、あるいは特殊光観察による観察像と通常の白色光
による像と対比させて観察することが可能となるので、煩雑な操作をすることなく特殊光
観察と通常観察とを同時に行うことができる。
【００８６】
請求項７に係る発明によれば、２つの対物光学系の視野周辺から視野外にかけての領域か
ら固体撮像素子に入射する光線が、それぞれ視野マスクで制限されるので、撮像素子の受
光面上で互いの像に対してゴーストフレアなどの悪影響を与えることを防いで拡大観察あ
るいは特殊光観察と通常観察とを同時に行うことができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】　本発明における実施の形態に係る内視鏡装置の部分側面図である。
【図２】　本発明における実施の形態に係る内視鏡装置の先端部の部分断面図である。
【図３】　本発明における実施の形態に係る視野マスクの一例を示す図である。
【図４】　本発明における実施の形態に係る固体撮像素子とその結像領域を示す図である
。
【図５】　本発明における実施の形態に係る内視鏡装置の先端部の部分断面図である。
【図６】　本発明における実施の形態に係る内視鏡装置によって光軸と結像範囲中心とを
一致させて撮像された視野範囲の概念図である。
【図７】　本発明における実施の形態に係る内視鏡装置によって光軸を結像中心からずら
して撮像された視野範囲の概念図である。
【図８】　本発明における実施例１に係る内視鏡装置に備えられた対物光学系の概略断面
図である。
【図９】　本発明における実施例２に係る内視鏡装置に備えられた対物光学系の概略断面
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図である。
【図１０】　本発明における実施例３に係る内視鏡装置に備えられた対物光学系の概略断
面図である。
【図１１】　本発明における実施例３に係る内視鏡装置に備えられた対物光学系の光路図
である。
【図１２】　本発明における実施例４に係る内視鏡装置に備えられた対物光学系の概略断
面図である。
【図１３】　本発明における実施例５に係る内視鏡装置に備えられた対物光学系の概略断
面図である。
【図１４】　本発明における実施例４に係る赤外観察における酸化ヘモグロビンの吸光特
性を示す図である。
【図１５】　本発明における実施例４に係る赤外観察における分光強度曲線を示す図であ
る。
【図１６】　本発明における実施例４に係る赤外観察における光源装置の光学系の構成を
示す図である。
【図１７】　本発明における実施例４に係る赤外観察における分光強度曲線を示す図であ
る。
【図１８】　本発明における実施例４に係る赤外観察における分光強度曲線を示す図であ
る。
【図１９】　本発明における実施例４に係る赤外観察における分光強度曲線を示す図であ
る。
【符号の説明】
１　内視鏡
２　挿入部
３　先端部
４　第１の対物光学系
５　第２の対物光学系
６　ＣＣＤ（固体撮像素子）
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